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「長期増分費用方式に基づく接続料の平成２８年度以降の算定の在り方」答申（案）に関し、

別紙のとおり意見を提出します。 



（別紙） 
この度は「長期増分費用方式に基づく接続料の平成28年度以降の算定の在り方」答申（案）に関し、意見提出の機会をいただき厚く御礼申し上げます。 
下記のとおり弊社意見を述べさせていただきますので、お取り計らいの程、何卒宜しくお願い申し上げます。 

章 頁 意 見 
第２章 平成２８年度以降の接続料

算定方式について 
18 頁 【答申案】 

２．長期増分費用方式の評価 
（２）考え方 
したがって、平成２８年度以降の加入者交換機能や中継交換機能等に係る接続料の算定方式として、

実際費用方式を採用することは、現時点においては適当ではなく、引き続き、長期増分費用方式を

用いることが適当である。 
【弊社意見】 
長期増分費用方式（以下、LRIC 方式といいます。）は、客観性、透明性に優れたモデルを通じて算

定されるものであり、NTT 東西に対するコスト削減インセンティブ、競争環境を維持していく上で

重要な役割を果たしており、引き続き適用していくことが適当と考えます。 
 26 頁 【答申案】 

３．ＩＰモデル及び改良モデルの評価及び平成２８年度以降の接続料算定に適用するモデル 
（５） 考え方 
ア 平成２８年度以降の接続料算定モデルについて 
以上を踏まえると、平成２８年度以降の長期増分費用方式に基づく接続料算定においては、改良

モデルを適用することが適当である。 
【弊社意見】 
・IP モデルは、①LRIC モデルの基本事項に対して改良モデルよりも一層適合していること（最も低

廉で最も効率的、外国モデルとの整合性）、②IP モデルのケース A においては、同時接続制限機能

が反映されてはいないものの、類似設備を参考にしてコスト算定することも可能と考えられること、 
③PSTN 経由の通話量が減少、接続料が上昇し続けている状況下、後述のとおり接続料を抑制する

必要があること、 
以上の観点から、IP モデルのケース A を適用することが適当と考えます。 

・接続料の上昇に伴う影響は、固定通信事業者が提供するマイラインサ－ビスへ特に大きく受けてい

ます。マイラインサ－ビスは、必ず PSTN 側から発信があり、PSTN 側へ着信することもできる、

PSTN を経由することが最も多いサービスと言え、現状においても接続料が利用料（市内通話：8
円／3 分）を上回る、言わば逆鞘の通信呼が発生することもあり、接続料が上昇するほど当該ケー



スはより多く発生し、サービスの不採算化へと至らせることになります。 
採算悪化に至った場合には、接続事業者としては「利用料の値上げ」あるいは「サービス撤退」の

決断を迫られることになり、何れにしても利用者に対する影響は避けることができないため、継続

的に接続料抑制を検討していく必要があるものと考えます。 
第３章 ＮＴＳコストの扱い 33 頁 【答申案】 

２． 平成２８年度以降の接続料算定におけるＮＴＳコストの扱い 
（２） 考え方 
ウ 平成２８年度以降におけるき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱い 
以上のことから、平成２８年度以降のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、利用者

負担の抑制の観点から、引き続き従量制接続料の原価にその１００％を算入することは止むを得な

いと考えられる。 
しかしながら、前述の通り、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは接続料原価から控除されることが

原則である。このため、今後、ユニバーサルサービス制度に係る事業者負担の利用者への転嫁の在

り方を見直すこと等により、利用者負担の抑制を図りつつ、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接

続料原価から控除できないか検討することが適当である。 
【弊社意見】 
・平成 27 年度の LRIC 接続料原価において、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは GC 機能の接続料原

価のうち約 30％も占めており、接続事業者にとって非常に重い負担となっている現状、原則どおり

基本料原価で負担すべきと考えます。 
・原則どおり、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価から控除することを検討すべく、接続

政策委員会とユニバーサルサービス政策委員会との間で審議していただきたく存じ上げます。審議

に当たっては、基本料原価で全部負担ではなく一部負担する等の折衷的な結論も見出していけるの

ではないかと考えられます。 
現在の算定法は、利用者負担の抑制を図って、NTS コストの一部（き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コスト）

を接続料原価へ算入したものとなりますが、一方のユニバーサルサービス料は、当初の 7 円／月（平

成 22 年度認可分）から現在では 2 円／月（平成 26 年度認可分）へと低減されて目的は達成されて

いると言えます。ユニバーサルサービス料が 1 円／月へ至る前に接続料原価からの控除を対応すべ

きと考えます。 
第４章 接続料算定に用いる入力値

の扱い 
41 頁 【答申案】 

２． 平成２８年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 
（２） 考え方 



ア 接続料算定に用いる予測通信量の扱い 
したがって、平成２８年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と

当年度上期の通信量を通年化したものを採用することが適当である。 
【弊社意見】 

答申案にて取り纏められた、前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものは、同期間ならび

に当年度の実績通信量と比べても乖離幅が小さいこと、また制度安定性の観点から継続していくこ

とが適当と考えます。 
第５章 東西均一接続料の扱い 46 頁 【答申案】 

２． 平成２８年度以降の東西均一接続料の扱い 
（２） 考え方 
以上を踏まえれば、平成２４年答申時の状況から、東西別接続料を設定することが適当と考えられ

る程度の環境変化があったとは認められず、平成２８年度以降の接続料算定においても、これまで

と同様、東西均一接続料を採用することが適当である。 
なお、将来的には、ＰＳＴＮのマイグレーションが行われることを踏まえれば、ＰＳＴＮに係る接

続料についても改めて東西別接続料の設定の要否について検討が必要となると考えられるが、その

際には、社会的コンセンサスに十分に配意しながら検討を進める必要がある。 
【弊社意見】 

PSTN マイグレーションの進展に伴い、光 IP 電話サービスの契約数は更に増え続けていくことと見

込まれますので、市場動向を注視の上、適時に東西別接続料の設定要否について検討を行うべきと

考えます。 
第６章 ＮＧＮ接続料との加重平均

方式の導入について 
50 頁 【答申案】 

２．加重平均方式の導入について 
（２） 考え方 
このため、加重平均方式を平成２８年度から導入することは適当ではないものの、今後、ＰＳＴＮ

に係る需要の急激な減少やマイグレーションの実施等により、ＰＳＴＮに係る接続料が急激に上昇

する等、現行の接続料算定方式では適正な接続料を算定することが困難となった場合の対応策の一

つとして導入することは考えられる。 
したがって、加重平均方式の導入については、導入の必要性やその導入が事業者及び利用者に与え

る影響を踏まえ、引き続き必要な検討を行っていくことが適当である。 
【弊社意見】 

現行の接続料算定方式で算出された PSTN、NGN それぞれの接続料原価、通信量を加重平均する方



式と合せて、NGN の接続料原価も LRIC 方式で算出する等、接続料原価の算定方式も含めて引き続

き必要な検討を行っていくことが適当と考えます。 
第７章 平成２８年度以降の接続料

算定方式の適用期間 
52 頁 【答申案】 

２． 改良モデルを用いた算定方式の適用期間 
（２） 考え方 
このため、改良モデルを用いた算定方式の適用期間は、平成２８年度から平成３０年度までの３年

間とすることが適当である。 
ただし、ＩＰ網への移行の進展等により、電気通信分野を取り巻く環境は今後急速に変化していく

ことも考えられる。このため、適用期間内に算定方式の前提としている事項が大きく変化すること

が明確になった場合には、環境変化に適切に対応した接続料算定となるよう、速やかな見直しに向

けた検討を行うなど、ことが適当である。 
【弊社意見】 
接続料算定方式の適用期間は 3 年間が標準的と考えますが、PSTN マイグレーションの進展、接続

料の推移に応じて、速やかに適用期間を短縮できる柔軟性が必要と考えます。 
第８章 今後の接続料算定の在り方 54 頁 【答申案】 

２． 今後の見直しの方向性 
（１） 音声通信に係る接続料制度の見直しについて 
こうした状況を踏まえれば、今後の環境変化に適切に対応した接続料算定の在り方を検討するため

には、次々期に適用する接続料算定方式の検討に当たって、第一種指定電気通信設備のアンバンド

ル機能に係る長期増分費用モデルの見直しやＮＧＮとの加重平均方式の導入についての検討を行う

だけではなく、適切な競争環境の維持、促進等を図る観点から、諸外国の接続料算定方式も参考と

しつつ、固定電話網及び携帯電話網にビル＆キープ方式や長期増分費用方式を導入することについ

ても検討するなど、音声通信に係る接続料制度全体の在り方についても検討を行うことが適当であ

る。 
【弊社意見】 
次々期の接続料算定方式を検討するに当たっては、諸外国の接続料算定方式も参考にし、固定電話

網に加えて携帯電話網に対する LRIC 方式の導入、また接続料算定方式の考え方としてビル&キー

プ導入も検討していくことに対して賛同いたします。 
以上 
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別紙 

 

■はじめに 

現在の電気通信市場は、答申案にある通り、固定電話（加入電話＋ＩＳＤＮ）の契約者数が平成 25

年度末時点で３，０００万加入近くまで減少する一方、ＩＰ電話の契約者数は約３，３７８万件と固定電

話（加入電話＋ＩＳＤＮ）の契約者数を平成２５年度中に上回る状況となっています。このようなＰＳＴＮか

らＩＰ網へのマイグレーションの進展により、ＰＳＴＮのトラフィックは減少を続けており、平成２７年度のＰＳＴ

Ｎ接続料は、ＧＣ接続、ＩＣ接続共に前年度に比べて大幅に上昇しています。このまま従来通りの算定方

式に基づいてＰＳＴＮ接続料の算定を続けた場合、今後もＰＳＴＮ接続料が上昇し続けることは明らかで

す。 

このような接続料水準の高騰は、ユーザー利便に影響を与えるものであり、ＰＳＴＮを利用し続けるユー

ザーが不利益を被ることなく、競争を維持しながら円滑なマイグレーションを進めるため、有力な移行先で

ある０ＡＢＪ-ＩＰ電話（ひかり電話）の接続料水準から大きく乖離しない程度にＰＳＴＮ接続料の高騰を抑

制しなければなりません。 

今回、現行モデルの見直しによって、ＰＳＴＮ接続料は一時的に上昇が抑制されることが想定されます

が、現行モデルを使い続ける限り、上昇傾向に変わりはないため、今回見直しを行った現行モデルについ

ては、適用期間内であっても、市場環境が大きく変化し、接続料水準が急激に上昇することが明らかに

なった場合には、水準の抑制を図るため、追加的な補正措置を講じるなどが必要と考えます。 

また、固定電話市場の主流がＩＰに移行している現状を踏まえれば、最新の技術を用いて構築できる

最も効率的なネットワークはＩＰ網であるため、今回適用が見送られたＩＰ–ＬＲＩＣモデル（以下、「ＩＰモデル」

という。）における諸課題や留意事項について整理し、速やかに現行モデルからＩＰモデルへ移行すべきと考

えます。 
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○各論 

章 頁 意見 

第２章 平成２８年度以降

の接続料算定方式につい

て 

1８頁 【答申案】 

２．長期増分費用方式の評価 

（２）考え方 

接続料算定の透明性や公正性を確保することは引き続き重要であり、現時点では、これらを十分に担保し得る適

切な代替方式は見当たらない。 

したがって、平成２８年度以降の加入者交換機能や中継交換機能等に係る接続料の算定方式として、実際費用

方式を採用することは、現時点においては適当ではなく、引き続き、長期増分費用方式を用いることが適当である。 

 

【意見】 

長期増分費用方式（以下、「ＬＲＩＣ方式」という。）は、算定プロセスにおける客観性・透明性の確保、恣意性や非

効率性の排除、及び、接続事業者参加型のモデル構築などの面から、有効に機能しています。また、ＬＲＩＣ方式に代

わる透明性や公平性を確保する方式は現時点では存在しないものと考えます。したがって、引続きＬＲＩＣ方式を用いる

ことに賛同いたします。 

第２章 平成２８年度以降

の接続料算定方式につい

て 

２５頁 

｜ 

２６頁 

【答申案】 

３．ＩＰモデル及び改良モデルの評価及び平成２８年度以降の接続料算定に適用するモデル 

（５）考え方 

ア 平成２８年度以降の接続料算定モデルについて 

改良モデルは、第六次モデルを基本に、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえた見直しとしてＩＣトランジット呼を

需要に加えるとともに、局舎種別の判定基準の見直し等のネットワークの更なる効率化や東日本大震災を踏まえたネッ
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トワークの信頼性確保の取組みを反映するなど、最新の実態を十分に取り込んだものとなっており、また、接続料算定

への適用について特段の課題は指摘されていない。 

以上を踏まえると、平成２８年度以降の長期増分費用方式に基づく接続料算定においては、改良モデルを適用する

ことが適当である。 

 

イ 今後のＩＰモデルの検討について 

今回、ＩＰモデルを接続料算定に適用する場合の課題とされた音声品質を確保するための具体的な方式やコスト算

定方法、ＩＰモデルでは算定できないアンバンドル機能の扱いなどについても、上記の整理を踏まえつつ、更に検討を進め

ることが必要である。 

 

【意見】 

今回、適用される改良モデルについては、最新の実態を十分に取り込んだものという面はあるものの、接続政策委員

会での予測でも、過去最高となった平成２７年度のＧＣ接続の接続料水準（５．８円／３分）を、平成２８年度には上

回る（５．７～５．９円／３分）可能性があり、改良モデルでは、ＰＳＴＮ接続料の高騰は抑制できません。 

固定電話市場の主流がＩＰになる中、最新の技術を用いて、最も効率的にネットワークを構築できるのはＩＰ網である

ことから、早々に課題や留意事項を整理し、ＩＰモデルを適用すべきと考えます。 

第２章 平成２８年度以降

の接続料算定方式につい

て 

２６頁 【答申案】 

３．ＩＰモデル及び改良モデルの評価及び平成２８年度以降の接続料算定に適用するモデル 

（５）考え方 

イ 今後のＩＰモデルの検討について 

今回、ＩＰモデルを接続料算定に適用する場合の課題とされた音声品質を確保するための具体的な方式やコスト算

定方法、ＩＰモデルでは算定できないアンバンドル機能の扱いなどについても、上記の整理を踏まえつつ、更に検討を進め

ることが必要である。 
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【意見】 

音声品質確保するための方式については、ネットワークで同時接続制限機能を代替して実現（ケースＢ）した場合、

明らかに過剰な費用がかかるため、ソフトウェアで同時接続制限機能の実現（ケース A）を図ることが適当と考えます。そ

の際、ソフトウェア費用は、音声収容装置の機能追加の実績等から費用を推計して、モデルに組み込むべきであると考

えます。 

また、ＩＰモデルでは算定できないアンバンドル機能（中継伝送専用機能等）については、現行モデルを用いて算定する

など、恣意性を排除した算定方法を検討することも必要と考えます。 

第３章 NTS コストの扱い ３３頁 【答申案】 

２．平成２８年度以降の接続料算定におけるＮＴＳコストの扱い 

（２）考え方 

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは接続料原価から控除されることが原則である。このため、今後、ユニバーサルサー

ビス制度に係る事業者負担の利用者への転嫁の在り方を見直すこと等により、利用者負担の抑制を図りつつ、き線点

ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価から控除できないか検討することが適当である。 

 

【意見】 

本来、ＮＴＳコストは基本料に算入すべきであり、答申案のとおり、接続料原価から控除するのが原則と考えます。接

続料原価へのＮＴＳコスト一部再算入は、利⽤者負担抑制の観点から、暫定的措置として⾏われていますが、ユニバ

ーサルサービス制度導入時と比べ、ユニバーサルサービス料も低廉となっております。 

つきましては、利用者に対し過度の負担とならないよう、ユニバーサルサービス料の状況を注視しつつ、ＮＴＳコストの接

続料原価算入⾒直しについて検討すべきと考えます。 

第４章 接続料算定に用い

る入力値の扱い 

４1 頁 【答申案】 

２．平成２８年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 
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（２）考え方 

平成２８年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上期の通信量を通年

化したものを採用することが適当である。 

なお、今後、次々期の接続料算定期間における予測通信量の扱いについて見直しを行う際には、ＰＳＴＮに係る通

信量が継続的な減少傾向にあることも踏まえつつ、適切な予測方法の在り方について、改めて必要な検討を行うことが

適当と考えられる。 

 

【意見】 

一部予測値を用いる現行手法について、トラヒック傾向が安定している状況では、一定の合理性があるものと考えら

れますが、ＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションの更なる進展等により、トラヒック傾向が今後も安定するとは限りません。

さらに、接続料算定に用いる通信量についても、恣意性排除や、予見性確保のため、入力値としては、実際に把握可

能な過去実績値を用いるべきと考えます。 

第５章 東西均一接続料

の扱い 

４６頁 【答申案】 

２．平成２８年度以降の東西均一接続料の扱い 

（２）考え方 

平成２４年答申時の状況から、東西別接続料を設定することが適当と考えられる程度の環境変化があったとは認め

られず、平成２８年度以降の接続料算定においても、これまでと同様、東西均一接続料を採用することが適当である。 

 

【意見】 

本来、接続料は会社固有のコストに基づいて設定されるべきものであり、ＩＰ電話ではすでに東⻄別の接続料を設定

していることも踏まえれば、ＰＳＴＮにおいても、東⻄別の接続料とすることが基本と考えます。ただし、現在は社会的要

請により全国一律の接続料となっているため、国⺠のコンセンサスを得ながら東西別の接続料の導入について、検討を

進めるべきと考えます。 
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第６章 ＮＧＮ接続料との

加重平均方式の導入につ

いて 

５０頁 【答申案】 

２．加重平均方式の導入について 

（２）考え方 

加重平均方式を平成２８年度から導入することは適当ではないものの、今後、ＰＳＴＮに係る需要の急激な減少やマ

イグレーションの実施等により、ＰＳＴＮに係る接続料が急激に上昇する等、現行の接続料算定方式では適正な接続

料を算定することが困難となった場合の対応策の一つとして導入することは考えられる。 

したがって、加重平均方式の導入については、導入の必要性やその導入が事業者及び利用者に与える影響を踏ま

え、引き続き必要な検討を行っていくことが適当である。 

 

【考え方】 

ＮＴＴ東⻄のマイグレーションの計画が具体化し、実⾏段階になった際には、ＰＳＴＮ接続料の急激な変動が想定され

ることから、プライシングの観点から、加重平均⽅式の是非を検討することは必要ですが、現時点では、マイグレーション

の計画も具体化されていないため、加重平均方式導入の検討は時期尚早と考えます。 

なお、加重平均方式の導入の検討にあたっては、接続機能が異なるものに対し、それぞれどのように費⽤、需要を加

重平均するのか等の課題があることから、慎重な検討が必要であり、さらに、実際費用方式では、ＬＲＩＣ方式とは異な

り、客観性・透明性の確保、恣意性や非効率性の排除ができないことから、非効率性に伴い発生する費用まで接続

料で負担することにならないよう、ＰＳＴＮ、ＮＧＮともにＬＲＩＣ方式で接続料を算定した上で、加重平均すべきと考えま

す。 

第７章 平成２８年度以降

の接続料算定方式の適用

期間 

５２頁 【答申案】 

２．改良モデルを用いた算定方式の適用期間 

（２）考え方 

改良モデルを用いた算定方式の適用期間は、平成２８年度から平成３０年度までの３年間とすることが適当である。 

ただし、ＩＰ網への移行の進展等により、電気通信分野を取り巻く環境は今後急速に変化していくことも考えられる。この
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ため、適用期間内に算定方式の前提としている事項が大きく変化することが明確になった場合には、環境変化に適切

に対応した接続料算定となるよう、速やかな見直しに向けた検討を行うなど、ことが適当である。 

 

【意見】 

平成２８年度から平成３０年度までの改良モデルの適用期間中に、接続料水準の急激な上昇等の環境変化が起

こることが明らかになった場合は、ユーザー利便を損なわないよう、改良モデルへの追加的補正や、次期モデルの検討及

び前倒しでの適用等の、柔軟かつ迅速な対応を取ることが必要と考えます。 

 

以 上 

 



 

意 見 書 
 

 

東経企営第１５－０００９９号 

平 成 ２ ７ 年 ８ 月 ６ 日 

 

 

情報通信審議会 

電気通信事業政策部会長 殿 

 

 

 

郵便番号  １６３－８０１９ 

（ふりがな）      とうきょうとしんじゅくくにししんじゅく 

住   所  東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 

（ふりがな）      ひがしにっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ 

氏   名  東日本電信電話株式会社 

やまむら まさゆき 

代表取締役社長    山村 雅之 

 

 

 

 

 

「長期増分費用方式に基づく接続料の平成 28 年度以降の算定の在り方」答申（案）に関し、

別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本意見に関する連絡先】 

 

電話番号： 

FAX 番号： 

 



 

（別紙） 

今回、答申（案）において「加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、今後もこ

の傾向が続くことが想定される一方、ＩＰ電話や携帯電話の契約数は増加傾向にあり、ＰＳＴ

Ｎを取り巻く環境は、大きな変化の時期にある。」「電気通信分野における競争の中心が固

定電話から携帯電話に移行し、また、固定電話・携帯電話を問わずネットワークのＩＰ化が進

んできていることを踏まえれば、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮを含めた固定電話事業者が設定する接

続料のみにこうした制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接続料全体に係る

制度の在り方として適切なものかどうか見直す時期に来ている。」とされたことは適切である

と考えます。 

情報通信市場は、技術のイノベーションが非常に早く、移動通信の高速ブロードバンド化

の進展、ＦＭＣ市場の拡大、グローバルプレイヤーによる端末とアプリケーションサービスの

一体提供等により、市場環境・競争環境の急激なパラダイムシフトが進んでいます。 

その中で、音声通信サービスを取り巻く環境は、携帯電話ユーザの拡大（約１.５億ユー

ザ）に加え、ＬＩＮＥ等による音声アプリケーションやコミュニケーションサービスの提供等によ

り、コミュニケーションの手段が多様化しており、サービス提供事業者がＮＴＴのみであった電

話時代から大きく変わってきています。 

現に、長期増分費用方式が導入された平成１２年度に約７０億時間だった音声通信サー

ビスの総トラヒックは約５０％も減少し、特に、固定電話（ＰＳＴＮ）に係るトラヒックについては、

約６０億時間だったものが７５％以上も減少し、そのうちのＮＴＴ東西の通話料収入だけでみ

れば、平成１２年度から平成２６年度に▲９０％以上（▲約１兆円）と著しく減少しております。 
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今後も、ＰＳＴＮに係る市場規模はますます縮小し、ＰＳＴＮの接続料水準が情報通信市場

全体に与える影響や重要性は一層小さくなっていくと想定されることから、当社としては、ＰＳ

ＴＮの接続料規制を撤廃していただきたいと考えます。 

仮に、接続料規制が撤廃されるまでの当面の措置として、接続料規制を継続せざるを得

ないとしても、今回の答申（案）で適当とされている長期増分費用方式については、その前提

である｢高度で新しい電気通信技術の導入によって、電気通信役務の提供の効率化が相当

程度図られる｣状況にはもはやないこと等から、ＰＳＴＮの接続料算定に用いることは不適切

であり、適切なコスト回収・原価算定が図れるよう、少なくとも今回、長期増分費用方式から

実際費用方式（実績原価）へ見直しを行うべきと考えます。 

なお、長期増分費用方式による接続料原価は、実際費用を約５００億円も下回っている状

況（平成２５年度）にありますが、需要が急激に縮小する中、実際ネットワークにおいて、モデ

ルのように、需要減に応じて小規模な装置への更改や装置台数の削減を瞬時に行うことは

不可能であり、このような大きな差分を更なるコスト削減努力によって解消することは到底で

きないところです。今後の音声接続料全体に係る制度の在り方を検討するにあたっては、こ

の差分が益々拡大していくことが避けられないことを踏まえる必要があると考えます。 

個別の論点に関する当社意見は以下のとおりです。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

１８頁 【答申（案）】 

（２）考え方 

平成２８年度以降の加入者交換機能や中継交換機能等に係る接続料の算定方式として、実際費用方式を採

用することは、現時点においては適当ではなく、引き続き、長期増分費用方式を用いることが適当である。 

【意見】 

 前述のとおり、固定電話（ＰＳＴＮ）に係るトラヒックが大きく縮減しており、既に長期増分費用方式の

前提である｢高度で新しい電気通信技術の導入によって、電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られる｣

等の状況にはもはやないこと等から、長期増分費用方式をＰＳＴＮの接続料算定に用いることは不適切であ

るものと考えます。 

 また、長期増分費用方式を採用する理由として、「ボトルネック設備を設置する事業者の非効率性を排除

し、接続料算定の透明性を担保する方式として有効に機能している」ことが挙げられています。 

しかしながら、当社としてはこれまで、事業を継続・発展させていく当然の企業努力として、大規模な経

営効率化（構造改革等）を推進し、ＯＳ会社化による賃金水準の大幅な切り下げ、希望退職の実施、新規採

用の凍結、年金の給付水準の引き下げ、物件費の効率化等、あらゆるコスト削減に取り組んできたところで

す。接続料の対象となる管理部門コストについても、固定電話網の新規投資の原則停止、１１３受付業務の

集約、相互接続業務の集約等の施策によりコスト削減に取り組み、長期増分費用方式導入当初の平成１２年

度において約１．３兆円であったコストを、平成２６年度においては▲約８割減の約２，９００億円にまで

削減してきており、効率的な事業運営を実施してきております。 

以上を踏まえ、接続料の算定方式としては、長期増分費用方式ではなく、実際費用方式（実績原価）とし

て頂きたいと考えます。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

２５頁 【答申（案）】 

（５）考え方 

 ア 平成２８年度以降の接続料算定モデルについて 

 今回研究会で検討されたＩＰモデルについて、（略）接続料算定に適用するモデルとしては、大きな課題

が残されている。 

 （略）さらに、今回検討されたＩＰモデルを適用する場合には、アンバンドル機能の一部（中継伝送専用

機能等）が算定できないことになるが、（略）この点についても更なる検討が必要である。 

【意見】 

 仮に長期増分費用方式を用いてＰＳＴＮ接続料の算定を行う場合であっても、ＰＳＴＮとは装置やネット

ワーク構成が全く異なるＩＰ網を前提としたモデルを適用することは、原価に対して適正な接続料とはなり

えず、不適切であると考えており、答申（案）において、ＩＰモデルの適用が見送られたことは、妥当であ

ると考えます。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

２６頁 【答申（案）】 

一般に事業者のネットワークについては、今後もＩＰ化が進展していくことが想定される。このため、引

き続き接続料算定に長期増分費用方式を適用する場合には、ＩＰモデルの適用可能性についても、継続して

検討を行っていくことが適当である。 

【意見】 

ＰＳＴＮに係る市場規模は今後ますます縮小し、ＰＳＴＮの接続料水準が情報通信市場全体に与える影響

や重要性は一層小さくなっていくものと想定されることから、当社としては、ＰＳＴＮに係る接続料規制を

撤廃いただきたいと考えます。 

仮に、接続料規制が撤廃されるまでの当面の措置として、接続料規制を継続せざるを得ないとしても、長

期増分費用方式については、その前提である｢高度で新しい電気通信技術の導入によって、電気通信役務の

提供の効率化が相当程度図られる｣状況にはもはやないこと等から、ＰＳＴＮの接続料算定に用いることは

不適切であり、適切なコスト回収・原価算定が図れるよう、少なくとも、長期増分費用方式から実際費用方

式（実績原価）へ見直しを行うべきと考えており、原価に対して適正な接続料とはなりえないＩＰモデルの

検討は進めるべきではないと考えます。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

２６頁 【答申（案）】 

（５）考え方 

 ア 平成２８年度以降の接続料算定モデルについて 

 改良モデルの適用に当たっては、第六次モデルで採用された、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏ま

えた償却済み比率を用いた補正については、現在もＩＰ網への移行期であることに変わりないため、引き続

きこの措置を適用することが適当である。 

【意見】 

当該措置は、最新の需要に応じた設備を新たに構築し、その投資額を耐用年数で平準化して年間コストを

算定するという長期増分費用方式の前提とは相容れないものと考えられることから、仮に改良モデルを適用

して長期増分費用方式での接続料算定を行う場合であっても、当該補正については、取り止めるべきと考え

ます。 
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章 頁 意見 

第３章  ＮＴ

Ｓコストの扱

い 

３３頁 【答申（案）】 

ウ 平成２８年度以降におけるき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱い 

 平成２８年度以降のき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、利用者負担の抑制の観点から、

引き続き従量制接続料の原価にその１００％を算入することは止むを得ないと考えられる。 

【意見】 

ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストについては、平成１９年度に、利用者負担（ユニ

バーサルサービス料）の抑制を図る観点からユニバーサルサービス基金制度の補填対象額の算定方法の見直

し（ベンチマーク：全国平均⇒全国平均＋２σ）に伴い、接続料の原価に算入するとしたものです。 

したがって、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストは、今後、ユニバーサルサービス基金制度を見直さない限

り、引き続き接続料の原価とせざるを得ないものと考えます。 
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章 頁 意見 

第４章  接続

料算定に用い

る入力値の扱

い 

４０～４１

頁 

【答申（案）】 

（２） 考え方 

ア 接続料算定に用いる予測通信量の扱い 

 直近 3年間の通信量を用いて、 

 （ⅰ） 前年度通信量を採用 

 （ⅱ） 前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを採用 

 （ⅲ） 当年度通信量を採用 

の３つの考え方について、（略）予測通信量と実績通信量（予測通信量と同じ期間の実績通信量）の乖離幅

（図表１５中の「予測値と実績値の乖離幅」）、予測通信量と当年度通信量の乖離幅（図表１５中の「当年度

通信量との乖離幅」）を比較した。 

 

（略）、（ⅱ）は、「当年度通信量との乖離幅」は（ⅰ）よりも小さく、また、「予測値と実績値の乖離幅」の

計測時期の違いによる振幅や「予測値と実績値の乖離幅」も（ⅲ）と比べて小さい。 

したがって、平成２８年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上

期の通信量を通年化したものを採用することが適当である。 
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章 頁 意見 

第４章  接続

料算定に用い

る入力値の扱

い 

４０～４１

頁 

【意見】  

「前年度下期＋当年度（以下、適用年度）上期予測」通信量を用いて接続料を算定する現在の方法では、

適用年度と算定期間が半期ずれるため、需要の減少が続く中、必然的に回収額の乖離が発生する構造となっ

ており、現に約１００億円の未回収額が発生（平成２５年度実績）しています。しかしながら、本来、接続

料金については、適用年度に要したコストを適切に回収する観点から、適用年度のコスト・需要を用いて算

定することが適切であると考えます。現に、実際費用方式を用いて接続料を算定する場合も、実績原価方式

については、適用の前々年度の需要及び原価を用いて算定していますが、適用年度との乖離額は、乖離額調

整制度により適切に回収できる仕組みが設けられており、将来原価方式についても、適用年度の需要及び原

価を予測して接続料を算定する等、適用年度に要したコストを適切に回収できる仕組みとなっているところ

です。 

また、過去の実績通信量をもとに、予測値と適用年度の実績値との乖離幅を比較してみると、「前年度予

測」、「前年度下期＋適用年度上期予測」と比べ、「適用年度予測」の通信量が適用年度の実績通信量との乖

離が最も少ないという結果になっています。 

 

以上を踏まえ、接続料の算定には、適用年度の予測通信量を用いるよう見直すべきと考えます。 
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章 頁 意見 

第７章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式の適用期

間 

５２頁 【答申（案）】 

（２）考え方 

改良モデルを用いた算定方式の適用期間は、平成２８年度から平成３０年度までの３年間とすることが適

当である。 

【意見】 

本来、実際費用方式へ直ちに移行すべきと考えますが、次期見直し後に実績原価方式に移行することを前

提に、当面は改良モデルを適用するとした場合の適用期間については、 

・事業運営の中期的な展望・予見性を確保する観点から算定方法の頻繁な変更は好ましくないこと 

 ・ＰＳＴＮは当面存続することから、その間３年程度、改良モデルを適用しても問題は生じないこと 

から、長期増分費用モデルを適用するとした場合の改良モデルの適用期間は、３年以上の長期にすべきと考

えます。 
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章 頁 意見 

第８章  今後

の接続料算定

の在り方 

５３頁 【答申（案）】 

（１） 音声通信に係る接続料制度の見直しについて 

 加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、今後もこの傾向が続くことが想定される一方、ＩＰ

電話や携帯電話の契約数は増加傾向にあり、ＰＳＴＮを取り巻く環境は、大きな変化の時期にある。 

 特に、第２章で述べたとおり、長期増分費用方式に基づく接続料算定は、第一種指定電気通信設備に係る

接続料算定の適正性を確保する観点から、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮに適用される一方、算定された接続料はＮ

ＴＴ東西と接続する固定電話事業者の設定する接続料のベンチマークとしての役割も果たしてきた。しかし

ながら、電気通信分野における競争の中心が固定電話から携帯電話に移行し、また、固定電話・携帯電話を

問わずネットワークのＩＰ化が進んできていることを踏まえれば、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮを含めた固定電話

事業者が設定する接続料のみにこうした制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接続料全体に係

る制度の在り方として適切なものかどうか見直す時期に来ている。 

（２） 検討に当たって留意すべき事項 

 ＩＰモデルの検討に当たっては、第２章で述べたとおり、事業者のＩＰ網への移行の進展状況を踏まえつ

つ、算定対象とすべき設備範囲（引き続きＰＳＴＮのみを長期増分費用方式の算定対象とすべきかＮＧＮを

含めて算定対象とすべきか等）、モデル化にあたって考慮すべきサービス・機能及びモデルの精緻化の程度

など、モデル構築に当たっての前提条件について、改めて整理することが適当であるが、こうした整理を進

めるに当たっては、固定電話事業者の接続料算定にのみ著しく過度な規制等が課せられることのないよう、

音声通信に係る接続料算定に係る制度全体の在り方についての検討を踏まえて行われることが適当である。 
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章 頁 意見 

第８章  今後

の接続料算定

の在り方 

５３頁 【意見】 

「加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、今後もこの傾向が続くことが想定される一方、Ｉ

Ｐ電話や携帯電話の契約数は増加傾向にあり、ＰＳＴＮを取り巻く環境は、大きな変化の時期にある。」「電

気通信分野における競争の中心が固定電話から携帯電話に移行し、また、固定電話・携帯電話を問わずネッ

トワークのＩＰ化が進んできていることを踏まえれば、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮを含めた固定電話事業者が設

定する接続料のみにこうした制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接続料全体に係る制度の在

り方として適切なものかどうか見直す時期に来ている。」とされたことは適切であると考えます。 

今後も、ＰＳＴＮに係る市場規模はますます縮小し、ＰＳＴＮの接続料水準が情報通信市場全体に与える

影響や重要性は一層小さくなっていくものと想定されることから、当社としては、ＰＳＴＮに係る接続料規

制を撤廃していただきたいと考えます。 
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「長期増分費用方式に基づく接続料の平成２８年度以降の算定の在り方」答申（案）に関し、

別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本意見書に関する連絡先 

 

電話： 

 

 



 

（別紙） 

今回、答申（案）において「加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、今後もこ

の傾向が続くことが想定される一方、ＩＰ電話や携帯電話の契約数は増加傾向にあり、ＰＳＴ

Ｎを取り巻く環境は、大きな変化の時期にある。」「電気通信分野における競争の中心が固

定電話から携帯電話に移行し、また、固定電話・携帯電話を問わずネットワークのＩＰ化が進

んできていることを踏まえれば、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮを含めた固定電話事業者が設定する接

続料のみにこうした制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接続料全体に係る

制度の在り方として適切なものかどうか見直す時期に来ている。」とされたことは適切である

と考えます。 

情報通信市場は、技術のイノベーションが非常に早く、移動通信の高速ブロードバンド化

の進展、ＦＭＣ市場の拡大、グローバルプレイヤーによる端末とアプリケーションサービスの

一体提供等により、市場環境・競争環境の急激なパラダイムシフトが進んでいます。 

その中で、音声通信サービスを取り巻く環境は、携帯電話ユーザの拡大（約１.５億ユー

ザ）に加え、ＬＩＮＥ等による音声アプリケーションやコミュニケーションサービスの提供等によ

り、コミュニケーションの手段が多様化しており、サービス提供事業者がＮＴＴのみであった電

話時代から大きく変わってきています。 

現に、長期増分費用方式が導入された平成１２年度に約７０億時間だった音声通信サー

ビスの総トラヒックは約５０％も減少し、特に、固定電話（ＰＳＴＮ）に係るトラヒックについては、

約６０億時間だったものが７５％以上も減少し、そのうちのＮＴＴ東西の通話料収入だけでみ

れば、平成１２年度から平成２６年度に▲９０％以上（▲約１兆円）と著しく減少しております。 
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今後も、ＰＳＴＮに係る市場規模はますます縮小し、ＰＳＴＮの接続料水準が情報通信市場

全体に与える影響や重要性は一層小さくなっていくと想定されることから、当社としては、ＰＳ

ＴＮの接続料規制を撤廃していただきたいと考えます。 

仮に、接続料規制が撤廃されるまでの当面の措置として、接続料規制を継続せざるを得

ないとしても、今回の答申（案）で適当とされている長期増分費用方式については、その前提

である｢高度で新しい電気通信技術の導入によって、電気通信役務の提供の効率化が相当

程度図られる｣状況にはもはやないこと等から、ＰＳＴＮの接続料算定に用いることは不適切

であり、適切なコスト回収・原価算定が図れるよう、少なくとも今回、長期増分費用方式から

実際費用方式（実績原価）へ見直しを行うべきと考えます。 

なお、長期増分費用方式による接続料原価は、実際費用を約５００億円も下回っている状

況（平成２５年度）にありますが、需要が急激に縮小する中、実際ネットワークにおいて、モデ

ルのように、需要減に応じて小規模な装置への更改や装置台数の削減を瞬時に行うことは

不可能であり、このような大きな差分を更なるコスト削減努力によって解消することは到底で

きないところです。今後の音声接続料全体に係る制度の在り方を検討するにあたっては、こ

の差分が益々拡大していくことが避けられないことを踏まえる必要があると考えます。 

個別の論点に関する当社意見は以下のとおりです。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

１８頁 【答申（案）】 

（２）考え方 

平成２８年度以降の加入者交換機能や中継交換機能等に係る接続料の算定方式として、実際費用方式を採

用することは、現時点においては適当ではなく、引き続き、長期増分費用方式を用いることが適当である。 

【意見】 

 前述のとおり、固定電話（ＰＳＴＮ）に係るトラヒックが大きく縮減しており、既に長期増分費用方式の

前提である｢高度で新しい電気通信技術の導入によって、電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られる｣

等の状況にはもはやないこと等から、長期増分費用方式をＰＳＴＮの接続料算定に用いることは不適切であ

るものと考えます。 

 また、長期増分費用方式を採用する理由として、「ボトルネック設備を設置する事業者の非効率性を排除

し、接続料算定の透明性を担保する方式として有効に機能している」ことが挙げられています。 

しかしながら、当社としてはこれまで、事業を継続・発展させていく当然の企業努力として、大規模な経

営効率化（構造改革等）を推進し、ＯＳ会社化による賃金水準の大幅な切り下げ、希望退職の実施、新規採

用の凍結、年金の給付水準の引き下げ、物件費の効率化等、あらゆるコスト削減に取り組んできたところで

す。接続料の対象となる管理部門コストについても、固定電話網の新規投資の原則停止、１１３受付業務の

集約、相互接続業務の集約等の施策によりコスト削減に取り組み、長期増分費用方式導入当初の平成１２年

度において約１．３兆円であったコストを、平成２６年度においては▲約８割減の約２，９００億円にまで

削減してきており、効率的な事業運営を実施してきております。 

以上を踏まえ、接続料の算定方式としては、長期増分費用方式ではなく、実際費用方式（実績原価）とし

て頂きたいと考えます。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

２５頁 【答申（案）】 

（５）考え方 

 ア 平成２８年度以降の接続料算定モデルについて 

 今回研究会で検討されたＩＰモデルについて、（略）接続料算定に適用するモデルとしては、大きな課題

が残されている。 

 （略）さらに、今回検討されたＩＰモデルを適用する場合には、アンバンドル機能の一部（中継伝送専用

機能等）が算定できないことになるが、（略）この点についても更なる検討が必要である。 

【意見】 

 仮に長期増分費用方式を用いてＰＳＴＮ接続料の算定を行う場合であっても、ＰＳＴＮとは装置やネット

ワーク構成が全く異なるＩＰ網を前提としたモデルを適用することは、原価に対して適正な接続料とはなり

えず、不適切であると考えており、答申（案）において、ＩＰモデルの適用が見送られたことは、妥当であ

ると考えます。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

２６頁 【答申（案）】 

一般に事業者のネットワークについては、今後もＩＰ化が進展していくことが想定される。このため、引

き続き接続料算定に長期増分費用方式を適用する場合には、ＩＰモデルの適用可能性についても、継続して

検討を行っていくことが適当である。 

【意見】 

ＰＳＴＮに係る市場規模は今後ますます縮小し、ＰＳＴＮの接続料水準が情報通信市場全体に与える影響

や重要性は一層小さくなっていくものと想定されることから、当社としては、ＰＳＴＮに係る接続料規制を

撤廃いただきたいと考えます。 

仮に、接続料規制が撤廃されるまでの当面の措置として、接続料規制を継続せざるを得ないとしても、長

期増分費用方式については、その前提である｢高度で新しい電気通信技術の導入によって、電気通信役務の

提供の効率化が相当程度図られる｣状況にはもはやないこと等から、ＰＳＴＮの接続料算定に用いることは

不適切であり、適切なコスト回収・原価算定が図れるよう、少なくとも、長期増分費用方式から実際費用方

式（実績原価）へ見直しを行うべきと考えており、原価に対して適正な接続料とはなりえないＩＰモデルの

検討は進めるべきではないと考えます。 
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章 頁 意見 

第２章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式について 

２６頁 【答申（案）】 

（５）考え方 

 ア 平成２８年度以降の接続料算定モデルについて 

 改良モデルの適用に当たっては、第六次モデルで採用された、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏ま

えた償却済み比率を用いた補正については、現在もＩＰ網への移行期であることに変わりないため、引き続

きこの措置を適用することが適当である。 

【意見】 

当該措置は、最新の需要に応じた設備を新たに構築し、その投資額を耐用年数で平準化して年間コストを

算定するという長期増分費用方式の前提とは相容れないものと考えられることから、仮に改良モデルを適用

して長期増分費用方式での接続料算定を行う場合であっても、当該補正については、取り止めるべきと考え

ます。 
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章 頁 意見 

第３章  ＮＴ

Ｓコストの扱

い 

３３頁 【答申（案）】 

ウ 平成２８年度以降におけるき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱い 

 平成２８年度以降のき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、利用者負担の抑制の観点から、

引き続き従量制接続料の原価にその１００％を算入することは止むを得ないと考えられる。 

【意見】 

ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストについては、平成１９年度に、利用者負担（ユニ

バーサルサービス料）の抑制を図る観点からユニバーサルサービス基金制度の補填対象額の算定方法の見直

し（ベンチマーク：全国平均⇒全国平均＋２σ）に伴い、接続料の原価に算入するとしたものです。 

したがって、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストは、今後、ユニバーサルサービス基金制度を見直さない限

り、引き続き接続料の原価とせざるを得ないものと考えます。 
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章 頁 意見 

第４章  接続

料算定に用い

る入力値の扱

い 

４０～４１

頁 

【答申（案）】 

（２） 考え方 

ア 接続料算定に用いる予測通信量の扱い 

 直近 3年間の通信量を用いて、 

 （ⅰ） 前年度通信量を採用 

 （ⅱ） 前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを採用 

 （ⅲ） 当年度通信量を採用 

の３つの考え方について、（略）予測通信量と実績通信量（予測通信量と同じ期間の実績通信量）の乖離幅

（図表１５中の「予測値と実績値の乖離幅」）、予測通信量と当年度通信量の乖離幅（図表１５中の「当年度

通信量との乖離幅」）を比較した。 

 

（略）、（ⅱ）は、「当年度通信量との乖離幅」は（ⅰ）よりも小さく、また、「予測値と実績値の乖離幅」の

計測時期の違いによる振幅や「予測値と実績値の乖離幅」も（ⅲ）と比べて小さい。 

したがって、平成２８年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上

期の通信量を通年化したものを採用することが適当である。 
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章 頁 意見 

第４章  接続

料算定に用い

る入力値の扱

い 

４０～４１

頁 

【意見】  

「前年度下期＋当年度（以下、適用年度）上期予測」通信量を用いて接続料を算定する現在の方法では、

適用年度と算定期間が半期ずれるため、需要の減少が続く中、必然的に回収額の乖離が発生する構造となっ

ており、現に約１００億円の未回収額が発生（平成２５年度実績）しています。しかしながら、本来、接続

料金については、適用年度に要したコストを適切に回収する観点から、適用年度のコスト・需要を用いて算

定することが適切であると考えます。現に、実際費用方式を用いて接続料を算定する場合も、実績原価方式

については、適用の前々年度の需要及び原価を用いて算定していますが、適用年度との乖離額は、乖離額調

整制度により適切に回収できる仕組みが設けられており、将来原価方式についても、適用年度の需要及び原

価を予測して接続料を算定する等、適用年度に要したコストを適切に回収できる仕組みとなっているところ

です。 

また、過去の実績通信量をもとに、予測値と適用年度の実績値との乖離幅を比較してみると、「前年度予

測」、「前年度下期＋適用年度上期予測」と比べ、「適用年度予測」の通信量が適用年度の実績通信量との乖

離が最も少ないという結果になっています。 

 

以上を踏まえ、接続料の算定には、適用年度の予測通信量を用いるよう見直すべきと考えます。 
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章 頁 意見 

第５章  東西

均一接続料の

扱い 

４６頁 【答申（案）】 

平成２４年答申時の状況から、東西別接続料を設定することが適当と考えられる程度の環境変化があった

とは認められず、平成２８年度以降の接続料算定においても、これまでと同様、東西均一接続料を採用する

ことが適当である。 

【意見】 

従来、固定電話の市内通話はユニバーサルサービスに位置づけられており、全国均一料金で提供すること

に対する社会的要請が強かったこと、及び、東西別接続料金の導入がユーザ料金の東西格差に波及するおそ

れがあったことを踏まえ、東西均一接続料金が採用されてきたところですが、今後も、東西均一接続料を継

続する場合には、西日本エリアにおける接続料コストの回収が可能となるよう、現行の東西交付金制度の継

続、またはこれと同等の仕組みの導入が前提になると考えます。 
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章 頁 意見 

第７章  平成

２８年度以降

の接続料算定

方式の適用期

間 

５２頁 【答申（案）】 

（２）考え方 

改良モデルを用いた算定方式の適用期間は、平成２８年度から平成３０年度までの３年間とすることが適

当である。 

【意見】 

本来、実際費用方式へ直ちに移行すべきと考えますが、次期見直し後に実績原価方式に移行することを前

提に、当面は改良モデルを適用するとした場合の適用期間については、 

・事業運営の中期的な展望・予見性を確保する観点から算定方法の頻繁な変更は好ましくないこと 

 ・ＰＳＴＮは当面存続することから、その間３年程度、改良モデルを適用しても問題は生じないこと 

から、長期増分費用モデルを適用するとした場合の改良モデルの適用期間は、３年以上の長期にすべきと考

えます。 
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章 頁 意見 

第８章  今後

の接続料算定

の在り方 

５３頁 【答申（案）】 

（１） 音声通信に係る接続料制度の見直しについて 

 加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、今後もこの傾向が続くことが想定される一方、ＩＰ

電話や携帯電話の契約数は増加傾向にあり、ＰＳＴＮを取り巻く環境は、大きな変化の時期にある。 

 特に、第２章で述べたとおり、長期増分費用方式に基づく接続料算定は、第一種指定電気通信設備に係る

接続料算定の適正性を確保する観点から、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮに適用される一方、算定された接続料はＮ

ＴＴ東西と接続する固定電話事業者の設定する接続料のベンチマークとしての役割も果たしてきた。しかし

ながら、電気通信分野における競争の中心が固定電話から携帯電話に移行し、また、固定電話・携帯電話を

問わずネットワークのＩＰ化が進んできていることを踏まえれば、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮを含めた固定電話

事業者が設定する接続料のみにこうした制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接続料全体に係

る制度の在り方として適切なものかどうか見直す時期に来ている。 

（２） 検討に当たって留意すべき事項 

ＩＰモデルの検討に当たっては、第２章で述べたとおり、事業者のＩＰ網への移行の進展状況を踏まえつ

つ、算定対象とすべき設備範囲（引き続きＰＳＴＮのみを長期増分費用方式の算定対象とすべきかＮＧＮを

含めて算定対象とすべきか等）、モデル化にあたって考慮すべきサービス・機能及びモデルの精緻化の程度

など、モデル構築に当たっての前提条件について、改めて整理することが適当であるが、こうした整理を進

めるに当たっては、固定電話事業者の接続料算定にのみ著しく過度な規制等が課せられることのないよう、

音声通信に係る接続料算定に係る制度全体の在り方についての検討を踏まえて行われることが適当である。 
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章 頁 意見 

第８章  今後

の接続料算定

の在り方 

５３頁 【意見】 

「加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、今後もこの傾向が続くことが想定される一方、Ｉ

Ｐ電話や携帯電話の契約数は増加傾向にあり、ＰＳＴＮを取り巻く環境は、大きな変化の時期にある。」「電

気通信分野における競争の中心が固定電話から携帯電話に移行し、また、固定電話・携帯電話を問わずネッ

トワークのＩＰ化が進んできていることを踏まえれば、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮを含めた固定電話事業者が設

定する接続料のみにこうした制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接続料全体に係る制度の在

り方として適切なものかどうか見直す時期に来ている。」とされたことは適切であると考えます。 

今後も、ＰＳＴＮに係る市場規模はますます縮小し、ＰＳＴＮの接続料水準が情報通信市場全体に与える

影響や重要性は一層小さくなっていくものと想定されることから、当社としては、ＰＳＴＮに係る接続料規

制を撤廃していただきたいと考えます。 
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紙のとおり意見を提出します。 
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別紙 

 

このたびは、「長期増分費用方式に基づく接続料の平成 28年度以降の算定の在り方」答申（案）に対する意見募集に関し、意見提出の機会を設けて頂いた

ことにつきまして、御礼申し上げます。以下のとおり弊社の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げます。 

 

章 頁 意見 
第２章 平成２８年度

以降の接続料算定方

式について 

18 頁 【答申案】 

２．長期増分費用方式の評価 

(２)考え方 

 

ヒアリングにおいても、長期増分費用方式はボトルネック設備を設置する事業者の非効率性を排除し、接続料算定の

透明性を担保する方式として有効に機能していることなどから、引き続きその存続を望む声も強い。 

このような状況を踏まえれば、接続料算定の透明性や公正性を確保することは引き続き重要であり、現時点では、これ

らを十分に担保し得る適切な代替方式は見当たらない。 

したがって、平成２８年度以降の加入者交換機能や中継交換機能等に係る接続料の算定方式として、実際費用方式

を採用することは、現時点においては適当ではなく、引き続き、長期増分費用方式を用いることが適当である。 

 

 

【意見】 

東日本電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式会社殿 (以下、併せて「NTT 東西殿」といいます。)の固定電話シェ

アは、依然として高く、約 73％（※）を占めています。長期増分費用（以下、「LRIC」といいます。）方式は、固定電話分野

の競争が不十分なことからこの方式が導入され、接続料算定の客観性・透明性の確保、恣意性や非効率性の排除等に

寄与してきたと考えます。 

したがって、平成 28 年度以降の接続料算定方式は、引き続き LRIC 方式を適用すべきと考えます。 

 

※出典：電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 26 年度第 4 四半期（3 月末）） 

（平成 27 年 6 月 23 日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000092.html 

 

 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000092.html
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章 頁 意見 
第２章 平成２８年度

以降の接続料算定方

式について  

26 頁 【答申案】 

３. ＩＰモデル及び改良モデルの評価及び平成２８年度以降の接続料算定 に適用するモデル 
（５）考え方 

イ 今後の IP モデルの検討について 

 

今回研究会で検討されたＩＰモデルは、平成２８年度からのＰＳＴＮに係る接続料算定に適用することを前提に構築さ

れたものであるが、今後のＩＰモデルの検討に当たっては、ＮＴＴ東西だけでなく、他の事業者のＩＰ網への移行の進展状

況も踏まえ、算定対象とすべき設備範囲（引き続きＰＳＴＮのみを長期増分費用方式の算定対象とすべきかＮＧＮを含め

て算定対象とすべきか等）、モデル化に当たって考慮すべきサービス・機能及びモデルの精緻化の程度など、モデル構

築の前提条件について、改めて整理することが適当である。 

その際には、今回、ＩＰモデルを接続料算定に適用する場合の課題とされた音声品質を確保するための具体的な方式

やコスト算定方法、ＩＰモデルでは算定できないアンバンドル機能の扱いなどについても、上記の整理を踏まえつつ、更に

検討を進めることが必要である。 

なお、今回研究会で検討されたＩＰモデルでは、アクセス回線の収容方法や緊急通報に係る機能といったＩＰ網での実

現方式の定まっていないこと等もモデルの課題や留意事項として挙げられているが、こうした項目が接続料原価に与え

る影響の程度などを検討するためには、第一種指定電気通信設備に係るマイグレーションを予定しているＮＴＴ東西か

ら、その具体的計画が示されることが望ましい。 

 

 

【意見】 

音声品質を確保するための具体的な方式については、KDDI 株式会社殿から、過去のソフトウェア開発費用実績等を基に

接続料原価に占める割合は極小規模なものであるとの推計が示されています。このように接続料原価全体に占める割合等も

考慮し判断すれば、平成 28 年度以降の接続料算定に適用するモデルとして、IP-LRIC モデルを採用することも可能と考え

ます。モデルの精緻化を追求するあまり、本来の目的である非効率性を排除したコスト算定モデルの変更・導入を先送りする

べきでないと考えます。 

なお、「長期増分費用方式に基づく接続料の平成 28年度以降の算定の在り方」答申（案） (以下、「本答申案」といいます。)

で示されたように、IP 網のアクセス回線収容方法や緊急通報に係る機能等の実現方式の詳細を検討するためには、NTT 東

西殿から具体的な計画が示されることが不可欠です。総務省殿から、NTT 東西殿へ早期の情報開示を要請し、次々期モデル

検討が円滑に進められるようにして頂きたいと考えます。 

 



 

  3 

章 頁 意見 
第３章 ＮＴＳコストの

扱い 

33 頁 【答申案】 

２． 平成２８年度以降の接続料算定におけるＮＴＳコストの扱い 

（２） 考え方 

ウ 平成２８年度以降におけるき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱い 

 

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、通信量に依存せず加入者回線の増減に応じてコストが増減するＮＴＳコストであること

から、当該コストは、接続料原価から控除されているその他のＮＴＳコストと同様に、基本料の費用範囲の中で回収することが

原則である。 

他方、ユニバーサルサービス制度の補塡対象額の算定方法の見直しが行われ、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの接続料

原価への付替えが開始された際の状況、すなわち事業者の太宗が番号単価をそのまま利用者に請求している状況に変化が

ないことに鑑みれば、現時点で接続料算定の原則に従い当該コストを接続料原価から控除し、基本料原価に算入することで

ユニバーサルサービス制度に係る補填対象額が増加することは、利用者負担の抑制を図る観点からは適当とは言えない。 

以上のことから、平成２８年度以降のき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、利用者負担の抑制の観点から、引

き続き従量制接続料の原価にその１００％を算入することは止むを得ないと考えられる。 

しかしながら、前述の通り、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは接続料原価から控除されることが原則である。このため、今

後、ユニバーサルサービス制度に係る事業者負担の利用者への転嫁の在り方を見直すこと等により、利用者負担の抑制を

図りつつ、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価から控除できないか検討することが適当である。 

 

 

【意見】 

き線点 RT-GC 間伝送路コストを当分の間の措置として接続料原価に再び算入することとした平成 19 年度答申の背景は、

接続料低下により接続料負担額が減額となる一方、ユニバーサルサービス料の増額が見込まれたため、市場環境の変化や

利用者負担の抑制を考慮したことによるものです。 

しかしながら、現在は、接続料水準が通信量の大幅な減少により上昇傾向にあり、ユニバーサルサービス料の番号単価が

8 円から 2 円にまで低廉化しており、き線点 RT-GC 間伝送路コストが接続料原価に加算された当時と全く逆の環境にありま

す。 

したがって、NTS コストであるき線点 RT-GC 間伝送路コストは、原則通り接続料原価から控除し、その他の NTS コストと同

様に、基本料の費用範囲の中で回収するようにすべきと考えます。 

第４章 接続料算定に

用いる入力値の扱い 
41 頁 【答申案】 

２． 平成２８年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い(通信量) 
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章 頁 意見 
 （２）考え方 

イ その他の入力値の扱い 

 

平成２８年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上期の通信量を通年化し

たものを採用することが適当である。 

なお、今後、次々期の接続料算定期間における予測通信量の扱いについて見直しを行う際には、ＰＳＴＮに係る通信

量が継続的な減少傾向にあることも踏まえつつ、適切な予測方法の在り方について、改めて必要な検討を行うことが適

当と考えられる。 

 

 

【意見】 

接続料算定に用いる予測通信量の扱いは、本答申案において示されている通り、予測通信量と実績通信量の乖離が少な

く、また接続料算定の安定性・継続性の観点から、引き続き「前年度下期と当年度上期の通信量を通年化した予測通信

量」を採用して頂くことを要望します。 

第４章 接続料算定に

用いる入力値の扱い 

  

41 頁 【答申案】 

２． 平成２８年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い（その他入力値の扱い） 

（２） 考え方 

イ その他入力値の扱い 

 

現行の接続料算定における通信量以外の入力値の扱いについては、可能な限り最新のデータを用いることが原則であり、

ヒアリング等においても、この点について何らかの見直し等を求める意見は示されなかったことも踏まえれば、その運用に、特

段の問題点は認められない。 

したがって、通信量以外の入力値については、引き続き、事業者の経営上の機密への配慮と、透明性・公開性の確保の双

方に十分に配意しつつ、必要に応じて総務省において毎年度の接続料算定時に見直し、可能な限り最新のデータを用いるこ

ととすることが適当である。 

なお、光ケーブルの経済的耐用年数については、長期増分費用モデル研究会報告書において最新の撤去実績等を用いて

推計した結果、架空１７．６年、地下２３．７年とされているが、当該年数の再推計の頻度も含めた具体的な経済的耐用年数の

算定方法については、引き続き、長期増分費用モデル研究会等において、専門的な見知から適宜適切に検討が行われること

が適当である。 
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章 頁 意見 
【意見】 

光ケーブルの経済的耐用年数が、長期増分費用モデル研究会において、昨年 7 年ぶりに見直された結果、架空ケーブル

及び地下ケーブルの経済的耐用年数は約 2.5 年延びました。光ケーブルは耐久性に優れており長期利用を想定して設計され

ている設備のため、光ケーブルの利用状況を毎年調査し、実態を適切に反映した経済的耐用年数とすべきと考えます。 

第５章 東西均一接続

料の扱い 

 

46 頁 【答申案】 

２． 平成２８年度以降の東西均一接続料の扱い 

（２）考え方 

イ 東西別接続料の設定の適否 

 

これまでの答申において繰り返し指摘してきたとおり、接続料規則における原価算定の原則やＮＴＴ東西を別々の地

域会社として設立した経緯からは、本来的には、東西別に接続料を設定することが適当である。 

また、東西別接続料が設定されているＮＧＮ接続料については、光ＩＰ電話サービスの契約者数がすでに加入電話サ

ービスを上回っており、その通信量においても上回りつつある。 

しかしながら、現在、光ＩＰ電話サービスは、一般的にブロードバンドサービス等とともに提供されていることに対し、ＰＳ

ＴＮは音声に特化したサービスが主流であることから、現時点においては、ＰＳＴＮとＮＧＮを同一の観点から比較しうる状

況にまでは至っていない。また、上記アで述べたとおり、現行モデルを改良モデルに変更することによって、ＮＴＴ東西間

の接続料格差に与える影響はほとんど見受けられず、ＮＴＴ東西間の接続料格差は、ＧＣ接続、ＩＣ接続ともに依然として

２０％以上に達している。加えて、これまでの答申において考慮した接続料の東西格差に係る社会的要請や東西別接続

料の設定による公正競争上の影響等についても、この数年間に大きな環境の変化があるとは認められない。 

以上を踏まえれば、平成２４年答申時の状況から、東西別接続料を設定することが適当と考えられる程度の環境変化が

あったとは認められず、平成２８年度以降の接続料算定においても、これまでと同様、東西均一接続料を採用することが

適当である。 

なお、将来的には、ＰＳＴＮのマイグレーションが行われることを踏まえれば、ＰＳＴＮに係る接続料についても改めて東

西別接続料の設定の要否について検討が必要となると考えられるが、その際には、社会的コンセンサスに十分に配意し

ながら検討を進める必要がある。 

 

 

【意見】 

NTT東西殿は別会社であり、本答申案において「接続料規則における原価算定の原則やNTT東西殿を別々の地域会社と
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して設立した経緯からは、本来的には、東西別に接続料を設定することが適当」とされているように、接続料の算定はそれぞ

れのコストに基づき算定されるべきと考えます。本答申案にもある通り、IP 電話の接続料は既に東西別に設定されており、IP

電話の契約者が固定電話の契約者数を上回っている現状を踏まえ、PSTN 接続料についても東西別接続料の導入を検討す

べきと考えます。 

第６章 ＮＧＮ接続料と

の加重平均方式の導

入について  

 

50 頁 【答申案】 

２．加重平均方式の導入について 

（２）考え方 

 

ＰＳＴＮとＮＧＮは、異なるネットワークとしてそれぞれのアンバンドル機能について接続料が設定されているが、マイグ

レーションの実施等によりＩＰ網への移行の進展がある程度進んだ状況においては、加入電話とひかり電話を同一の音

声サービスと見なし、加重平均方式の適用によりＰＳＴＮとＮＧＮに同一の接続料を設定することも合理的なものと考えら

れる。 

しかしながら、現時点において事業者から積極的に加重平均方式の導入を求める意見がなく、また、それぞれのネッ

トワークの原価算定方式の在り方（長期増分費用方式とするか実際費用方式とするかなど）や算定すべきアンバンドル

機能等、同方式の導入に当たって検討すべき課題も残されている。 

このため、加重平均方式を平成２８年度から導入することは適当ではないものの、今後、ＰＳＴＮに係る需要の急激な

減少やマイグレーションの実施等により、ＰＳＴＮに係る接続料が急激に上昇する等、現行の接続料算定方式では適正

な接続料を算定することが困難となった場合の対応策の一つとして導入することは考えられる。 

したがって、加重平均方式の導入については、導入の必要性やその導入が事業者及び利用者に与える影響を踏ま

え、引き続き必要な検討を行っていくことが適当である。 

 

 

【意見】 

加重平均方式は、導入を要望する事業者もなく、見かけの数値が変わるだけであり、PSTNに係る需要の急激な減少やマ

イグレーションの実施等の課題に対する本質的な解決策ではありません。この課題を解決するためには、音声サービスが

PSTN 及び IP 網の２つのネットワークで提供されていることに起因する非効率性を排除することが必要であり、NGN を含めた

IP-LRIC モデルを適用すべきと考えます。 

第７章 平成 28 年度

以降の接続料算定方
52 頁 【答申案】 

２． 改良モデルを用いた算定方式の適用期間 
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式の適用期間 
 

（２）考え方 

 

制度の安定性を確保する観点や、接続事業者における事業運営の中期的な展望・予見性の確保の観点から、算定

方式の頻繁な変更は、必ずしも好ましくない。 

このため、改良モデルを用いた算定方式の適用期間は、平成２８年度から平成３０年度までの３年間とすることが適当

である。 

ただし、ＩＰ網への移行の進展等により、電気通信分野を取り巻く環境は今後急速に変化していくことも考えられる。こ

のため、適用期間内に算定方式の前提としている事項が大きく変化することが明確になった場合には、環境変化に適切

に対応した接続料算定となるよう、速やかな見直しに向けた検討を行うなど、ことが適当である。 

 

 

【意見】 

0AB～J-IP 電話の契約数が固定電話契約数を逆転する転換期においては、急激な環境変化が起こる可能性があります。

実際に平成 27 年 3 月末時点で固定電話の契約数 5,619 万のうち、IP 電話は 2,846 万となり（※）IP 電話の契約数が半数を超

え、これまでの推移を踏まえると IP 電話契約数の増加は今後も続く見込みです。このような環境変化に柔軟に対応できるよ

う、仮に平成 28年度以降に改良モデルを採用する場合、改良モデルの適用期間は基本的に 2年間とすべきと考えます。改良

モデルの適用期間を可能な限り短くし、次々期モデルを前倒し IP-LRIC モデルを適用すべく早期に検討着手することが必要と

考えます。 

 

※出典 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 26 年度第 4 四半期（3 月末））   

（平成 27 年 6 月 23 日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000092.html 

 

第８章 今後の接続料

算定の在り方 

 

54 頁 【答申案】 

２． 今後の見直しの方向性  

（１） 音声通信に係る接続料制度の見直しについて 

 

平成２６年答申において、移動通信サービスに係る接続料制度については、より柔軟な利用者料金の設定を可能に

する観点から、着信接続料を相互に支払わない方式（ビル＆キープ方式）について詳細な検討を進めるべきとされてお

 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000092.html
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り、また、欧州や米国においては、固定電話網及び携帯電話網の着信音声接続料にビル＆キープや長期増分費用方

式が適用されるなど、固定電話網と携帯電話網の接続料には、同等又は類似の制度が適用されている。 

こうした状況を踏まえれば、今後の環境変化に適切に対応した接続料算定の在り方を検討するためには、次々期に

適用する接続料算定方式の検討に当たって、第一種指定電気通信設備のアンバンドル機能に係る長期増分費用モデ

ルの見直しやＮＧＮとの加重平均方式の導入についての検討を行うだけではなく、適切な競争環境の維持、促進等を図

る観点から、諸外国の接続料算定方式も参考としつつ、固定電話網及び携帯電話網にビル＆キープ方式や長期増分費

用方式を導入することについても検討するなど、音声通信に係る接続料制度全体の在り方についても検討を行うことが

適当である。 

 

 

【意見】 

音声通信に係る接続料制度全体の在り方の検討を進めるに当たっては、PSTNに適用される次期LRICモデルの適用

期間が平成 28年度から平成 30年度までの 3年間とされていること、また IP-LRICモデルはアンバンドル機能の一部（中

継伝送専用機能等）が算定できない等の課題や NGN を含めて算定対象とするか等、検討課題が既に明確となっている

ことから、IP-LRIC モデルの検討を優先的に進めるべきと考えます。 

一方、ビル＆キープ方式は、第 12 回情報通信審議会 2020-ICT 基盤政策特別部会 基本政策委員会（平成 26 年 7

月 18 日）_資料 12－3_P.11 にもある通り、主要国でも米国のみに限られる等、導入事例も非常に少ないものです。また、

事業者間の取り決めに関する事項だけではなく、利用者の料金負担の在り方も含め日本の通信制度全体を大きく変え

る可能性があります。例えば、通信の発側の事業者が着側の事業者のネットワークを含めてエンドエンド料金を設定し、

接続料については互いに支払わないという形態のビル&キープ方式は、中継事業者がネットワークコストの回収が困難

となる可能性があり、接続通話における発信と着信のトラヒックアンバランスが生じる場合の公平なコスト負担の在り方

や、固定ネットワーク・携帯ネットワーク等の異なるネットワーク間での整備コストの差異等、これ以外にも様々な検討課

題があると想定されることから、時間をかけて慎重に検討する必要があると考えます。 

 

   以上 
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章 頁 意 見 

第 2 章 

平成 28 年度以降の接続

料算定方式について 

18 【該当箇所】 

接続料算定の透明性や公平性を確保することは引き続き重要であり、現時点では、これらを十分に担保し得る適切

な代替方式は見当たらない。 

したがって、平成 28 年度以降の加入者交換機能や中継交換機能等に係る接続料の算定方式として、実際費用方式

を採用することは、現時点においては適当ではなく、引き続き、長期増分費用方式を用いることが適当である。 

 

【弊社意見】 

о平成 28 年度以降の接続料算定方式において、引き続き長期増分費用方式を用いることに賛同いたします。 

о実際費用方式は、 

・実際にかかった費用を元にするため、NTT 東西殿の費用に依存する 

・透明性・公平性が確保できない 

との理由から、適当ではないと考えます。 

о一方、長期増分費用方式は、 

・接続料算定の最も効率的なモデルであり、無駄な費用が省ける 

・透明性・公平性が確保できる 

との理由から、適当であると考えます。 



章 頁 意 見 

第 2 章 

平成 28 年度以降の接続

料算定方式について 

26 【該当箇所】 

平成 28 年度以降の長期増分費用方式に基づく接続料算定においては、改良モデルを適用することが適当である。 

（中略）一般に事業者のネットワークについては、今後も IP 化が進展していくことが想定される。このため、引

き続き接続料算定に長期増分費用方式を適用する場合には、IP モデルの適用可能性についても、継続して検討を行

っていくことが適当である。 

 

【弊社意見】 

о平成 28 年度以降の長期増分費用方式に基づく接続算定においては、改良モデルを適用することに賛同いたします。 

оIP モデル（ケース A）については、現行モデルに比べて接続料が大幅に低廉化するものの、 

・音声品質確保のためのコストの在り方 

・アンバンドル機能の一部が算定不可能 

等の未解決の課題があるとの理由から、平成 28 年度の適用には時期尚早であり、現行モデルよりもより実態に

即している改良モデルが適当であると考えます。 

оしかしながら、改良モデル適用によりコストは低廉化するものの、トラヒックの減少により接続料は増加傾向に

あるため、接続料の増加を抑制するための仕組み導入を希望いたします。 

оなお、PSTN から IP 網への移行の進展を踏まえ、引き続き IP モデル（ケース A）の課題解決に向けた取組みを

継続することが適当であると考えます。 
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第 3 章 

NTS コストの扱い 

33 【該当箇所】 

現時点で接続料算定の原則に従い当該コストを接続料原価から控除し、基本料原価に算入することでユニバーサル

サービス制度に係る補填対象額が増加することは、利用者負担の抑制を図る観点からは適当とは言えない。 

 

【弊社意見】 

оき線点 RT-GC 間伝送路コストは、基本料での回収が原則であるため、他の NTS コストと同様、接続料原価から

の控除を要望いたします。 

о現在の取扱いは、平成 19 年の答申において「当分の間の措置」として整理されたものであり、既に「当分の間」

の期間は経過しているため、速やかな見直しが必要であると考えます。 

оまた、現在のユニバーサルサービス料は、平成 18 年導入時点の 7 円から、現在は 2 円まで低廉化されています。 

当該コストを基本料原価に算入した場合の利用者負担額の増加水準を試算いただき、事業者も含めた上での検討

を希望いたします。 

【該当箇所】 

今後、ユニバーサルサービス制度に係る事業者負担の利用者への転嫁の在り方を見直すこと等により、利用者負担

の抑制を図りつつ、き線点 RT-GC 間伝送路コストを接続料原価から控除できないか検討することが適当である。 

 

【弊社意見】 

оき線点 RT-GC 間伝送路コストの接続料原価からの控除について、引き続き検討するとの考え方に賛同いたします。 

оしかしながら、ユニバーサル制度に係る事業者負担の利用者への転嫁の在り方の見直しについては、事業者の経

営に対し大きな影響を与える可能性があることから、慎重な検討をお願いいたします。 
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第 4 章 

接続料算定に用いる入力

値の扱い 

41 【該当箇所】 

平成 28 年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上期の通信量を通年化し

たものを採用することが適当である。 

 

【弊社意見】 

о平成 28 年度以降の接続料に用いる通信量として、引き続き、前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したも

のを採用することに賛同いたします。 

о前年度下期と当年度上期の通信料を通年化したものは、他の 2 つの予測方法と比較して「当年度通信量との乖離

幅」「予測値と実績値の乖離幅」共に乖離幅が小さく、入力値として適当であると考えます。 

оまた、現状において通信量の傾向に大きな変化は認められず、安定性・継続性の観点からも現行の入力値を適用

すべきと考えます。 

第 5 章 

東西均一接続料の扱い 

46 【該当箇所】 

現行モデルを改良モデルに変更することによって、NTT 東西間の接続料格差に与える影響はほとんど見受けられ

ず、NTT 東西間の接続料格差は、GC 接続、IC 接続ともに依然として 20%以上に達している。 

（中略）以上を踏まえれば、平成 24 年答申時の状況から、東西別接続料を設定することが適当と考えられる程度

の環境変化があったとは認められず、平成 28 年度以降の接続料算定においても、これまでと同様、東西均一接続

料を採用することが適当である。 

 

【弊社意見】 

о平成 28 年度以降の接続料算定において、引き続き、東西均一接続料を採用することに賛同いたします。 

о答申案に記載のとおり、依然として NTT 東西殿の間で 20%以上の接続料格差が生じていることに加え、前回答申

以降、東西別接続料に変更すべき大きな環境変化は認められていません。 

この段階で、東西別接続料を採用した場合、全国系接続事業者は NTT 西日本殿の接続料が上がっても、NTT 東

日本殿の接続料が下がるため、料金を据え置くことが可能である一方で、西日本地域の接続事業者は、接続料の
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値上げを吸収することができず、利用者料金に転嫁せざるを得ません。 

このため、東西別接続料の採用は、公正競争の阻害につながることから、現行どおり東西均一接続料を採用すべ

きと考えます。 
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